
様式第７号ア（認定を受けようとする課程を有する大学・学科等における教員養成の目標等に関する書類） 

（１）大学・学科の設置理念 

①大学 

 名古屋市立大学は、名古屋薬学校(明治17年設置)と名古屋市立女子高等医学専門学校(昭和18

年設置)を源流として昭和25年に設立された公立の総合大学である。その後、地域社会の要請に

応えて学術的貢献領域を拡大し、現在の7学部8研究科(医学部・医学研究科、薬学部・薬学研究

科、経済学部・経済学研究科、人文社会学部・人間文化学研究科、芸術工学部・芸術工学研究

科、看護学研究科、総合生命理学部・理学研究科、データサイエンス学部・データサイエンス

研究科)からなる都市型総合大学に発展した。 

 平成18年度には、「全ての市民が『誇りに思う・愛着の持てる』大学像を作り上げ、生活、

環境、文化、産業等のあらゆる分野において、魅力ある地域社会づくりに貢献すること」を基

本的理念に掲げ、公立大学法人名古屋市立大学を設置した。大学としての基本的な理念を実現

し、本学がその個性を発揮していくため、特に「市民の健康と福祉の向上への貢献」と「環境

問題の解決への挑戦」の2つに関する教育・研究及び社会貢献活動に率先して取り組み、知の創

造と継承をめざし、真理を探究し、教育を通じて社会に貢献する人材を育成するとともに、広

く市民と連携し、地域・国際社会にその成果を還元することに努めてきた。学術の中心として

広く知識を授けるともに、深く専門の学術を教授・研究し、知的、道徳的および応用的能力を

展開させ、もって社会文化の向上と人類福祉の増進に寄与することを目的とし、科学・技術、

芸術文化、産業も経済の発展及び市民福祉の向上に貢献するため、とりわけ市民の健康と福祉

の向上と、環境問題の解決への挑戦に率先して取り組んでいる。 

 平成26年度には、教職員、学生をはじめ、本学に集うすべての人が市民の付託に応え、真理を

探究し、本学が人類の幸福に資する実践的な研究成果を世界に発信する誇り高き「知の創造の拠

点」となるため、今後も果敢に行動していくことを誓い、その基本理念と行動指針となる大学憲

章を制定した。教育面については次のことを宣言した。 

 学ぶもの一人ひとりが個性を認識し、人生の様々な局面において自ら活路を見出すた

めの思考基盤となる教養を修得できる教育を行うこと 

 時代の変化を機敏に捉え、グローバルな視野で魅力ある教育を行い、次世代をリード

できるバランス感覚に優れた人材を育成すること 

 多様性のある学習環境の中で、きめ細やかで温もりのある教育を実践し、上質かつ豊

かな感性で社会と向き合うことのできる能力を育むこと 

②学科等（認定を受けようとする学科等のみ） 

 本学は、平成12年度に各学部の理数系の基礎科目や全学共通科目を提供する部局である自然

科学研究教育センターを基盤として独立大学院であるシステム自然科学研究科を設置した。大

学院システム自然科学研究科は、自然科学の研究分野を有機的に配置し、科学技術の更なる発

展と人類の英知による持続可能な社会の実現を目指した研究・教育を行うことを理念とし、こ

れを実現できる優秀な教員の採用と生物学を中心とした自然科学分野の研究・教育環境の整備

を行ってきた。 

 本申請で課程認定を受けようとする総合生命理学部総合生命理学科は、大学院システム自然

科学研究科の下に、平成30年度に開設した学部である。総合生命理学部では、生命科学を中心

として理学の基礎を総合的に理解した上で、各自の専門分野の教育研究を行い、既存の学問領

域の枠を超えて柔軟な思考のできる人材を育成し、地域に貢献することを教育研究上の目的と

している。その中に生命情報コース、自然情報コース物質科学領域、自然情報コース数理情報
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科学領域がある。そして、システム自然科学研究科は開設20年目の節目の令和2年度に名称変更

し、大学院理学研究科としてより一層の充実を図っている。 

 本学はこれまでにも、知性や技術習得に偏らない感性と特性を兼ね備えた人材を育成するた

めの全人教育を実践し、優秀な人材を輩出してきたが、これからもその歩みを止めることはな

く、国内外の社会状況の変化を的確にとらえ、弛みない改革に向けて努力していく。総合生命

理学部総合生命理学科における中学校理科の教職課程の設置は、名古屋市立大学の改革の中で

も特に重要な取り組みのひとつとして、その準備を進めているところである。 

 総合生命理学部総合生命理学科の「理念と目的」として以下を掲げている： 

「生命科学を中心に化学、物理学を含んだ自然科学全般および数学、情報科学の基礎

を十分に学修させた上で、各専門分野の教育研究を行うことで、既存の学問領域の枠

を超えた柔軟な思考ができる人材を育成することを目的とする。」 

また、総合生命理学部では大学憲章に基づき設置の経緯を踏まえ以下のディプロマ・ポリシー

を掲げている： 

   総合生命理学部の人材養成に関する目的は次のとおりです。 

1. 生命科学を中心に、自然科学全般と数理情報科学の基礎を身につけた上で専門分野を

学修することで、柔軟な思考ができる人材を養成する。 

2. 理学の総合的な学修を通じて、情報収集力、論理的思考力、企画力、実行力を備え、

イノベーションの創出に貢献する人材を養成する。 

3. グローバルな視野を持ち、地域社会の発展に貢献する人材を養成する。 

   上記の人材養成の目的のもと、以下に示す能力を身につけた者に対し、学士（理学）の

学位を授与します。 

  １．知識・理解 

 生命科学を中心に、理学の基本的な知識を総合的に修得し、さらに特定の理学分野の

専門的な知識と能力を深く身につけている。 

 社会人として必要な幅広い視野と教養を有し、地域社会の発展に貢献できる。 

  ２．当該分野固有の能力 

  （生命情報コース）生命科学に関する研究を遂行する能力がある。 

  （自然情報コース）物質科学もしくは数理情報科学に関する研究を遂行する能力がある。 

  ３．汎用的能力 

 柔軟な発想力・企画力と論理的な思考力を身につけている。 

 グローバルな視野を持ち、日本語・外国語によるコミュニケーション力や討論能力を

身につけている。 

 情報を効果的に整理・分析し、効率的に作業を進める能力がある。 

  ４．態度・姿勢 

 未知のものに対する興味を持ち、課題を発見する観察眼を備え、未解決の問題に対し

て忍耐強く取り組む姿勢を身につけている。 

（２）教員養成の目標・計画 

①大学 

 本学が平成26年度に制定した大学憲章には、研究面では「創造性豊かなトップレベルの研究

の実践」、教育面では「個性に即した人生の思考基盤となる教養の滴養」、「次世代をリード

できるバランス感覚に優れた人材の育成」、「きめ細かで温もりのある教育の実践」を目標に

掲げている。教員養成においても大学憲章に掲げられた目標を指針とし、教職課程の履修者が
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本学で修得した高度な知識と想像力を教育機関で発揮できるような教育を目指す。 

 本学では、科学、技術、芸術、文化、産業、経済の発展と医療および健康福祉の向上に寄与

し、各分野で、知性と教養に溢れ、想像力に富んだ次世代を担う有為な人材をこれまでに輩出

してきた。既に平成18年度には人文社会学部に教職課程が、平成30年には総合生命理学部に高

等学校理科の教職課程,令和6年度には同じく総合生命理学部に中学校・高等学校の数学の教職

課程を設置しており、多くの卒業生が名古屋市や愛知県を中心に教員として活躍し、様々な分

野で活躍できる若者を育成できる教育者の育成に貢献してきた。 

 令和7年度から愛知県内に県立中高一貫の学校が設立されるなど中高の接続がより重要になっ

てくる今日、総合生命理学部に中学校理科の教員養成課程を追加設置することで、理系科目の

教員養成により深くコミットし、名古屋市や愛知県を中心とした東海地域の中学校・高等学校

教育へ更に貢献できることを目標として掲げている。 

②学科等（認定を受けようとする学科等のみ） 

<<養成したい教員像>> 

 総合生命理学部総合生命理学科では「(1)大学・学科の設置理念②学科」のディプロマ・ポリ

シーに基づいて、次のような教員を養成することを目指す： 

A) 理科の高い専門性と実際の研究経験をもつ「理科の魅力・面白さ」を伝え、生徒をサ

イエンスに夢中にさせる能力を持った教員 

B) 広い自然科学に対する教養をもち、理科の各領域が諸科学の中でどのように活きてお

り、また活かすためにはどのような工夫をすればよいかということを十分に学び、体

験している教員 

<<養成したい教員像を実現する方策>> 

 総合生命理学部総合生命理学科では次のカリキュラム・ポリシーを掲げている： 

  課程編成 

総合生命理学部では、最初に理学の基礎を広く分野横断的に学修した後に生命情報コ

ースと自然情報コースに分かれて専門性を高めるという教育方針のもと、以下のよう

に教育課程を編成します。 

 １年次では、生命科学を中心に、理学を総合的に理解するため、理学の基礎を学ぶ科

目を配置します。また、課題解決における実験の役割と原理を理解する科目や、理学

の多様な分野を俯瞰し見識を広めるための科目を提供します。さらに、教養教育科目

の授業を通して、社会人として必要な視野と教養を身につけ、社会に貢献できるよう

な人間形成をはかります。 

 ２年次では、各自の興味に応じた専門性と基礎知識を学ぶための専門基礎科目を生命

情報コースと自然情報コースそれぞれに配置します。また、実習を通して自然現象を

理解するため、より専門性の高い生命科学分野および物質科学分野の実験科目を提供

します。 

 ２年次から３年次にかけては、科学を学修する上で必要な英語科目も提供します。 

 ３年次では、各自がより深く学ぶ専門分野を発見できるように、生命科学科目、物質

科学科目、数理情報科学科目からなる専門科目を配置するとともに、卒業研究の担当

教員選択のための研究室体験科目を提供します。 

 ３年次後半から４年次では、教員それぞれの研究室で、各自に特定のテーマを設定し

て卒業研究を遂行させ、理学の研究能力を修得できる機会を提供します。 

  実践 
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 １年次から実験を豊富に体験できる環境のもとで、自然現象の探究に必須となる実験

を行い、取得したデータを分析してまとめる能力を培います。 

 系統的に専門科目を履修して理学の各分野の論理体系を深く理解し、理論を構築・検

証する能力を養います。 

 総合生命理学部生専用に提供される英語科目を履修することで、理学の学修と研究に

必要となる実用的な語学能力を高めます。 

 情報教育科目の受講により、あらゆる分野の情報を処理するスキルを訓練します。 

 理学の研究能力と専門性を高めるため、少人数体制の卒業研究を１年半の長期間にわ

たり実践します。 

 このカリキュラム・ポリシーと養成したい教員像とに基づいて次のカリキュラムを構成する。

総合生命理学部総合生命理学科では理科の専門科目をそれぞれ興味に応じて分野横断的に履修

しさらにそれに関連する情報科学や数学などの物質科学や生物学などの生命科学などで必要と

される数理的な科目をそれぞれの興味に応じて選択し履修するカリキュラムとしている。これは

物理・化学・生物・地学のいずれの分野に興味がある学生でも広く理学を学ぶことで自然科学全

体からの視点で俯瞰的に自分のテーマに対して研究活動を実践させるためである。 

 科学の進展はある分野の知識のみで起こるのではなく、さまざまな道具を使って融合的に起

こる。特に、数理的な環境の変化は目まぐるしく深層学習などの進展から集めた実験データに

対してそれをどう数理的に分析するかが研究の重要な点になってきている。このような社会の

流れを意識すると、理科という広い分野をカバーすることが求められる中学校理科の教員を養

成するには広い視野から現代的な研究手法を身に付けさせ、自然科学の問題に最先端から対峙

した具体経験を積ませることが必要である。 

 特に、学習指導要領改訂で「理科で育成を目指す資質・能力を育成する観点から，理科の見

方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，自然の事物・現象

について科学的に探究する学習を充実したこと」と、「理科を学ぶことの意義や有用性の実感

及び理科への関心を高める観点から、日常生活や社会との関連を重視したこと」が強調されて

いる。この観点からも実際に卒業研究において一年半かけて自ら計画を立て、装置を組んで実

験し、その考察をまとめた経験は教員としての資質向上に大きく貢献する。 

 また、自ら新しい科学を知ろうとした経験も大事である。名古屋市立大学では多くの最先端

の科学に触れられるセミナーをさまざまな形で行なっている。その中には入門者に配慮した企

画もある。例えば、少人数の強みを活かし、「理学サロン」のようなラフなスタイルで教員が

最近の興味を発表したり、ノーベル賞受賞研究の解説を行なったり、大学院生の最近の興味の

紹介することをおこなったりする活動をしている。総合生命理学部の１、２年生のような低学

年学生も参加し、議論に加われる形での実践をしている。このような機会を経験し、最先端の

理科への興味を持たせることは教員としての資質向上に大きく貢献するものである。 

 上述した学習指導要領の改訂の指針の方向性は今後その色が強くなっていくことが想定され

る。理科教育は科学がAIなどの活用によりダイナミックに変化していく社会において、教科書

暗記ではなく、自身の興味による主体的な研究活動を作り上げることが求められ、それを指導

できるようなより柔軟な人材が求められる。本学部のカリキュラム・ポリシーにもあるように

情報教育を専門家が体系的に行う。持続的に成長できる理科教員の資質として情報処理を実践

的に理解していることが不可欠で、専門分野とそれに関わるICT技術双方の理解のもとで学際的

な問題の研究に従事した経験がある人物であることが望ましい。理科は基本的には実験と観察

でおこなう学問でありそれは今でも大きくは変わらないが、一方で計算機を援用し、複雑な数
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理モデルを行うことが近年重要になっている。これは計算機の発展が科学全体において、より

計算量の多いモデルを考察することを可能にしているためである。これまで教科書に示されて

いる理論や実験でも実際には確認ができなかった内容も今後は手作りでその実験が可能になる

可能性がある。このような考え方から理科教職カリキュラム外からも教員養成のサポートをす

る仕組みがある。 

 以上の観点から本学の理科の教職課程では従来の「物理学」、「化学」、「生物学」、「地

学」の高い専門性はもちろんのこと分野横断的かつ具体的な研究経験を持ち、ICT活用した実験

などの経験がある人材の輩出を強く意識し、理科への広い興味関心から探求活動に強い未来型

の理科教員を養成する。 

<<教員養成を担う担当者>> 

 総合生命理学部総合生命理学科に所属する教員は、現在、総合生命理学部総合生命理学科の

専門科目の授業や卒業研究指導、既設の他学部向けに開講している理数系の基礎科目や全学共

通科目の授業を担当している。本学には医学部、薬学部および看護学部の理系の医療系学部の

他、経済学部、人文社会学部などの文系学部も設置されており、文系学部の学生に対する講義

ではきめ細かく丁寧な教育の実践が特に必要とされる。また、本学部に所属する教員は、中高

生に対し科学の楽しさを伝える活動の一環である、「ひらめき☆ときめきサイエンス（日本学

術振興会主催）」、「サイエンス・パートナーシッププログラム（名古屋市科学館と共催）」

や、市民に対する科学への理解増進活動である「サイエンスカフェ in 名古屋」などを積極的

に実施しており、難しい内容を分かりやすく丁寧に説明する能力や話術に長けた教員が多く在

籍している。また、令和7年度入学の学生が研究室に配属される令和9年度には、田辺通キャン

パスに新しい建物を建設予定であり、最新の設備の下で高い専門性を持った教員が中学校・高

等学校教員を志す学生をじっくり指導することで、丁寧できめ細かい教育方法を修得した中学

校・高校教員を育成することができる。中学校における教育を受ける期間は、人生の中でも将

来の進路や就職先を左右する重要な期間である。中学校の授業において理科の魅力を教え、社

会全体でサイエンスに対する機運を高めることは特に名古屋のような物づくり産業に立脚して

いる地域では重要な課題となっている。その流れの中、理学部の少ない名古屋市・愛知県の現

場の教員から名古屋市立大学で中学校・高等学校の両方の理科免許を取れるようにし、探求活

動に関わるような理科教育の領域やSSHなどの指導で十分に主体的な学びを指導する役割を担う

ことができる高度な専門性を持った理科教員を育成してほしい、との依頼を学部開設以来受け

続けてきている。上記の通り、本学部には、文系学部に在籍する学生に理系科目の講義を実施

し、理科の重要性や魅力を伝えてきた実績を持つ教員が多く在籍する。このような教育能力を

持つ教員から20名程度の人数のクラスで高度な専門的授業と卒業研究として各研究室各学年2、

3名という多くの大学に比べ真に学生数を絞った少人数によるゼミ指導を1年半受けた本学部の

卒業生は、理科の重要性や魅力を理解することはもとより、それを高校生へと伝えるための教

育方法も修得することができる。本学部を卒業した学生は各中学校・高等学校において理科教

員としての能力を発揮することにとどまらず、その教育を通じ、名古屋市や愛知県、さらには

我が国における理科のより高度な普及の一翼を担うと確信している。 

（３）認定を受けようとする課程の設置趣旨（学科等ごとに校種・免許教科別に記載） 

 総合生命理学部総合生命理学科では、学生に対して理学の幅広い基礎知識を修得させた上で、

専門性の高い教育を施すことを目指している。また、自ら課題を発見し、主体的にかつ協調性を

持って行動し、情報を適切かつ効率的に用いる術を活用して、適切な解決策を見つけ出す能力の

修得も目指している。したがって、本学部で育成した人材は、卒業後の様々な場面において各自
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が専門とする分野で能力を発揮し、全体を俯瞰しながらバランス良く仕事をこなす専門職業人と

しての活躍が期待できる。一方、本学は、このような第一線で活躍できる専門職業人を輩出する

他に、地域の中等教育を担う教員を育てることを名古屋市や愛知県から期待されている。この期

待への対応と、この地域における理科教育の裾野拡大を本学部に教職課程を設置する第一の趣旨

とする。 

 令和4年度の学校基本調査結果（確定値）によれば、名古屋市を含む愛知県は国内で最も地元

志向が強く、高い大学進学率を誇りながら、他の理系分野である工学部や農学部に比べて理学

部のみが際だって設置率が低い。理科教員の養成は教育学部の他、理学系学部もその一端を担

っているが、愛知県の大学には理学系学部を設置する大学が少ないため、愛知県内で唯一理学

部を有する名古屋大学への進学が叶わなければ、理学系学部への進学を希望する高校生は、県

外の理学部へ進学するか、他の分野へ進路を変更するかの選択を余儀なくされている。現時点

においても理学部を設置する動きは愛知県内の私立大学には見られないことから、理学の基礎

を総合的に修得した中学校理科教員の輩出は、市民の期待を担う本学のみに託されていると考

えており、これを本学部に教職課程を設置する第二の趣旨とする。 

 また、令和4年度の文部科学省「「教師不足」に関する実態調査」によれば愛知県や近隣の岐

阜県は教員不足についての割合が中学や高等学校で高い数字で出てきており、名古屋市の高等

学校訪問や現職教員との交流でも「教科専門に強い教職志望者が少なくなった」ことや「受け

入れている教育実習生の数がこれまでの半分以下に落ちている」ことなどが繰り返し話題に上

がっている。探求的な活動が強調されている新しい教科内容に耐えうる教科専門の強い人材の

育成が期待され、「広い分野の理学の教員を抱える名古屋市立大学総合生命理学部で中学校理

科の教職は開設しないのか」との問い合わせを学部開設の頃から受け検討を続けてきた。以上

のように、名古屋市及び愛知県の地域における質の高い理科教育を展開できる教員の育成と、

名古屋市及び愛知県における理科教員を志望する学生のニーズに応えるため、本学部では中学

校教諭一種免許状（理科）の教職課程を設置する。 

各課程を設置することの意義や必要性、理由 

<<中学校理科>> 

 社会情勢を反映し、中学校学習指導要領（平成29年告示）では中学校理科においては例えば生

物教育第62巻第2号（2021）の藤枝氏の論文でも指摘があるように各学年で次の学習過程が重視

されている： 

  ・第１学年：「自然の事物・現象に進んで関わり，その中から問題を見いだす」学習過程 

  ・第２学年：「解決する方法を立案し，その結果を分析して解釈する」学習過程 

  ・第３学年：「探究の過程を振り返る」学習過程 

 どの学年を見ても生徒の「主体性」を育成してほしいという気持ちが全面に出たものとなっ

ている。また多くの生徒が進学する高等学校の方では、例えば生物を例に挙げると「用語の意

味を単純に数多く理解させることに指導の重点を置くのではなく，主要な概念を理解させるた

めの指導において重要となる用語を中心に，その用語に関わる概念を，思考力を発揮しながら

理解させるよう指導すること」が求められている。この前段階として、中学校理科から多くの

項目を追従するだけではなく、主体性を求めた上記の学習過程に則った指導が行うことが非常

に重要なポイントになる。このような点から名古屋市立大学で高い専門性を持った教員のもと

での研究経験を持った中学校理科教員養成は現場などから非常に多くの期待をされている。こ

のことから本学部では中学校理科教員養成課程を設置する。 
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様式第７号イ 

 

Ⅰ．教職課程の運営に係る全学的組織及び各学科等の組織の状況 

（１）各組織の概要 

 ① 

組織名称： 名古屋市立大学教職統括委員会 

目 的： 教職課程全般に係る大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う 

責 任 者： 委員長（総合生命理学部長又は人文社会学部長） 

構成員（役職・人数）： 副委員長（総合生命理学部長又は人文社会学部長） 

中高教職課程委員長 

保育課程委員長 

教育実習連絡委員（総合生命理学部２名、人文社会学部４名） 

教育研究部長 

山の畑事務室事務長 

運営方法： 

５月、11 月に定期的に開催するほか、委員長が必要な時に開催し、主に以下に掲げる事項を審

議する。 

 教育職員免許法に基づく教職課程の編成及び運営に関すること 

 教職課程担当委員の委嘱の連絡調整に関すること 

 教職課程に関する学外関係諸機関との連携に関すること 

 中高教職課程委員会の決議事項の承認に関すること 

 教職課程の運営に係る施設、設備及び予算に関すること 

名古屋市立大学教職統括委員会の決議事項は全学教育機構に報告するものとする。 

 ② 

組織名称： 中高教職課程委員会 

目 的： 教育実習の実施に係る大学外の関係機関との連絡調整等を行う 

責 任 者： 委員長（教職委員から互選） 

構成員（役職・人数）： 教職委員（総合生命理学部２名、人文社会学部４名） 

山の畑事務室主事１名 

運営方法： 

定期的あるいは委員長が必要とした時に開催し、名古屋市立大学教職統括委員会の審議事項につ

いて実務を行う。名古屋市教育委員会や愛知県教育委員会と教育実習の準備、実施と事前事後指

導の方法等について議論する。 

（２）（１）で記載した個々の組織の関係図 

別途添付のとおり 

 

 

 

Ⅱ．都道府県及び市区町村教育委員会、学校、地域社会等との連携、協力に関する取組 

（１）教育委員会との人事交流・学校現場の意見聴取等 
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様式第７号イ 

（名古屋市教育委員会） 

・平成 26 年度に締結した連携協力協定に基づく取り組みの一環として、令和 3 年度～5 年度に

教員の人事交流を実施 

・互いの教育内容を深く知ることで、交流する教員の識見を高めることや、高大接続を踏まえた

更なる教育内容の連携を図ること等を目的に、相互に教員を派遣 

（２）学校現場における体験活動・ボランティア活動等 

取組名称： トワイライトスクール・トワイライトルーム事業 

連携先との調整方法： 連携先に活動内容に関する資料・情報提供を依頼し、大学から学生へ周知している。 

具体的な内容： 名古屋市内の小学校において、学校内の専用の部屋や運動場、体育館などで、学年

の異なる子ども同士が自由な遊びや学習、体験活動や地域の人々との交流を通し

て、子どもたちの自主性、社会性、創造性などを育む。 

 

Ⅲ．教職指導の状況 

教職ガイダンス（１年次９月～10 月）:各学部・学科で取得可能な教員免許状についての概略を

説明し、教職課程履修希望の学生に対し希望調査を行う。 

教職ガイダンス（２年次４月）：教職課程開講科目の履修にあたっての注意事項を説明する。 

教職履修カルテガイダンス（２年次７月）:教職履修カルテの記載方法について説明を行う。 

教職ガイダンス（２年次９月～10 月）：教員免許状取得に必要な単位について確認するほか、介

護等体験及び教育実習等に関する説明、実習にかかわる事前・事後の学習スケジュールについて

説明を行う。 

教職（実習）ガイダンス（３年次４月）:介護等体験実習に向けての準備や事前指導のスケジュ

ール、教育実習の実習校を決める手続きをどのように進めるのかの説明を行う。 

教職（実習）ガイダンス（３年次９月～10 月）:介護等体験実習については実習中の留意点など

を説明する。教育実習に関しては、実習校の決定状況や事前指導の日程を確認する。 

実習指導（４年次４月～５月）：現職教員からのアドバイス、模擬授業、「教育実習記録」の書き

方など、教育自習に出かける直前の学習を実施する。 

実習指導（４年次 11 月中旬～）：教育実習が終了した後、反省会及び事後指導を実施する。実習

期間中に記録した「教育実習記録」を読み返しながら、２～３週間にわたる実習で経験したこと

を話し合うとともに、教員採用試験の結果について確認する。 
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様式第７号ウ

＜総合生命理学部 総合生命理学科＞（認定課程：中一種免（理科））

（１）各段階における到達目標

年次 時期

前期
生物学、物理学および化学などの理科教育に必要な基礎学力を学び、理科教員として必要な基
礎知識を身につける。また、日本国憲法、語学、情報処理学や体育などの教員として必要な基礎
的素養も学習し、教員として必要な知識や体力を身につける。

後期
生物学、物理学などの理科教育に必要な基礎学力を学び、理科教員として必要な基礎知識を身
につける。また、体育を学習し、教員としての基盤となる知識や体力を修得する。

前期

生物学、物理学や化学などの理科専門科目の他、生物学、物理学、化学および地学の理科実験
の手法を学び、理科教員に必要な専門知識と技術を修得する。また、生徒指導や進路指導の方
法、生徒とのコミュニケーションの取り方や教育の理念、教育に関する社会的または制度的事項
など、教員に必要な専門知識を学習し具体的な学生の指導方法を身につける。

後期

生物学、物理学、化学や地学などの理科専門科目を学び、理科教員として必要な専門知識を修
得する。また、教職の意義や教員の役割、特別活動の指導方法や生徒の心身の発達及び学習の
過程など、教員に必要な専門知識を学習し具体的な学生の指導方法を身につける。さらに、障害
のある生徒の心身の発達及び学習の過程なども学び、全ての学生に適切な教育をできる知識を
修得する。

前期

生物学、物理学や化学などの理科専門科目を学び、理科教員として必要な専門知識を修得す
る。また、介護等についての知識・対応、教育課程の意義および編成方法、理科教育に必要な教
材、教具やコミュニケーション、ICT活用法などについての応用的な知識や技法を学習し、教員とし
て必要な知識を深める。

後期

生物学や地学などの理科専門科目を学び、理科教員として必要な専門知識を修得する。また、教
育に関する社会的、制度的または経営的事項、情報機器や教材の活用した教育方法、カウンセリ
ングに必要な基礎的な知識と教育相談の理論や方法を学び、教員として必要な専門知識をより
深く修得する。

前期
教員としての心構えや教育現場の現状などを現役高校教員の講話などを交えながら理解し、教
育実習むけての実践力を養う。また、これまでに修得した教員としての知識や技術と理科教員とし
ての教育方法などを高校の実地指導から学び、教師としての資質を確認する。

後期

教育実習での授業実践を振り返り、明らかになった学習指導、教科指導に関する課題を設定す
る。また、これまでに学び得た教職に関する科目と理科に関する科目の専門知識や実験手法を
総括し、総合生命理学部で学んだことをどのようにして教育現場で活用するかなどを考え、教員と
しての地位を確立する。

４年次

履修年次
到達目標

１年次

２年次

３年次
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＜総合生命理学部 総合生命理学科＞（認定課程：中一種免（理科））

（２）具体的な履修カリキュラム

年次 時期

基礎生物学 日本国憲法

物理学基礎 健康・スポーツ科学

力学 CS:Presentation

化学基礎 情報リテラシー

生物学 健康・スポーツ実技

波動・熱力学 データサイエンス・リテラシー

電磁気学

教育学概論２ 生化学

学校教育心理学 有機合成化学

生徒・進路指導論 物理化学

教育史 物理数学

教育社会学 生命科学実験

物質科学実験

教職概論２ 細胞生物学

特別支援教育２ 分子生理学

道徳教育 生態学

特別活動及び総合的な学習の時
間の指導法 分子生物学I

量子力学

物理学演習I

物理学演習II

無機化学

地学概論

理科教育法A 分子遺伝学 介護等体験実習

理科教育法C 応用生物学

教育課程論 植物生理学

教育方法論２ 統計力学

ＩＣＴ活用教育論 生物機能化学

機器分析化学

物性物理学

理科教育法B 分子生物学II

理科教育法D 天体物理学

教育制度論

教育相談

通年 中学校教育実習

後期 教職実践演習（中・高）

３年次

前期

後期

４年次

１年次

前期

後期

２年次

前期

後期

様式第７号ウ（教諭）

履修年次

具体的な科目名称
各教科の指導法に関
する科目及び教育の
基礎的理解に関する

科目等

教科に関する専
門的事項に関す

る科目

大学が独自に設
定する科目

施行規則第６６条
の６に関する科目

その他教職課程
に関連のある科
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